（様式第６号）
　　年　　月　　日
（宛先）山形市長

住　所（ 所在地 ）
法人名又は事業者名
代 表 者 職 氏 名　　　　　　　　　　　　　　　

誓約書

　「日本一の観光案内所」実現に向けた観光ＤＸ推進業務公募型プロポーザルへの参加に当たり、次の事項について誓約します。
＜誓約事項＞
１　「「日本一の観光案内所」実現に向けた観光ＤＸ推進業務公募型プロポーザル実施要領」を遵守すること。
２　過去3年以内に地方自治体及び団体、企業等に対する観光DX 推進支援等の実績を有する者であること。
３　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当する者でないこと。
４　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われたものでないこと。
５　会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく精算の開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
６　山形市契約規則第２５条第２項に規定する競争入札参加資格者名簿に登録されていない場合、契約の相手方となる者は委託契約を締結するまでの間に登録すること。
７　山形市契約規則（昭和３９年山形市規則第１８号）第２５条第２項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては、本市の指名停止期間中でないこと。
８　山形市暴力団排除条例（平成２３年市条例第２５号）第２条に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
９　宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
１０　税の滞納がないこと。
＜共同企業体又はグループ（以下「共同企業体等」という。）で参加する場合＞
１　共同企業体等を構成する事業者の中に、上記２の要件を満たす法人が含まれていること。
２　共同企業体等を構成する全ての事業者が、上記１、３～１０の要件を満たしていること。
３　代表企業が市との連絡窓口となり、契約諸手続きを行い、業務遂行の責を負うこと。
４　代表企業及び共同企業体等の構成員のうち業務遂行に大きな影響を及ぼす者の変更は、原則として認めない。
５　同一の事業者が複数の共同企業体等の構成員を兼ねることはできない。
６　単独で参加する事業者は、他の共同企業体等の構成員となることはできない



























[bookmark: _Hlk161131484]※共同企業体又はグループで参加する場合は、事業者ごとに作成し提出すること。
